
 

 

 

 

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎 より給付型奨学生募集の案内が

届きました。 

１） 応募資格  

・今年度入学した１年生 

・経済的な困難を抱えた生徒 

・台風１９号での被害にあって、罹災証明を交付されていること 

・兄弟・姉妹が本給付金を受けていないこと 

（本事業と同様の給付型奨学金との併給は可能） 

２) 給与金額（返還不要） 

￥3０，０００   ※給付期間は 2020年 5月～6月 

３）申請手続き 

    ①奨学生願書 ②高等学校入学証明書 ③所得証明書 等 

４）校内締め切り 

令和２年６月 1９日（金）  

希望する方は 大職員室 佐藤 章生 まで連絡願います。 

 

「ジブンで学ぶ奨学金」給付型奨学生募集 


